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１ 令和８事務年度実施計画の概要

【目標の継続】

令和８事務年度実施計画においては、実績目標等について前事務年

度の内容を継続しています。

【測定指標等の見直し】

各目標に係る施策及び設定している指標等については、これまでの取

組結果や今後の取組方針等を踏まえ、所要の見直しを行いました。
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業績目標１-２-１
オンラインによる税務手続の推進

ホームページで利用者目線に立った情報提供を行う
とともに、申請、届出、申告、納付等の税務手続がオン
ラインで簡便にできる環境を整備し、「あらゆる税務手続
が税務署に行かずにできる社会」の実現を目指します。

.

業績目標１-２-２
デジタルの活用による業務の効率化・高度化

従来の慣行にとらわれることなく、業務の在り方を見
直し、デジタル化の利点を最大限に活用して、内部事
務・外部事務の効率化・高度化を図ります。

.

業績目標１-４-１
適正申告の実現及び的確な調査・行政指導
の実施

適正申告の実現に努めるとともに、申告が適正でないと認
められる納税者に対しては、的確な調査・行政指導を実施す
ることにより誤りを是正します。

業績目標１-４-２
.期限内収納の実現及び滞納の整理促進への取組

期限内収納の実現に努めるとともに、期限内に納付を行
わない納税者に対して滞納処分を執行するなどにより徴収し
ます。

.業績目標１-４-３
不服申立てへの取組

不服申立てに適正・迅速に対応し、納税者の正当な権利
利益の救済を図ります。

.

業績目標１-３-１
広報・広聴活動等の充実

国民各層・納税者の方々の視点に
立った情報の提供に努めるとともに、
租税の意義・役割、納税意識の重要性
や税務行政についての理解・協力を求
めます。

また、国民各層・納税者の方々の意
見・要望等を聴取し、事務の改善に努
めます。

業績目標１-３-２
相談等への適切な対応

問合せや相談に対して迅速かつ的確
に対応するとともに、納税者の満足度
が向上するよう努めます。

実績目標(小)１-１ 実績目標(小)１-２ 実績目標(小)１-４ 実績目標(小)１-５

国税庁の使命 「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」

実
績
目
標(

大)

実
績
目
標(

小)

業

績

目

標

実績目標(大)１ 実績目標(大)２
財務省政策評価に
おける政策目標
２-２～４

実績目標(大)３

２ 「国税庁の使命」と「実績目標等」の体系図(令和８事務年度)

税 務 行 政 の
デジタル・トランス
フォーメーション

適正な調査・徴収等
の実施及び納税者

の権利救済

税 務 行 政 の
適 正 な 執 行

実績目標(小)１-３

納税者サービス

の充実
国 際 化 へ の

取 組

内国税の適正かつ公平な
賦課及び徴収

酒類業の健全な
発達の促進

税 理 士 業 務 の
適正な運営の確保
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業績目標１-２-３
事業者のデジタル化促進

税務手続のデジタル化を起点として、事業者が日頃行
う事務処理のデジタル化を促進することにより、社会全
体のＤＸの進展に貢献します。



変 更 内 容指 標施 策目 標

オンラインによる税務手続の一層の推進を図る観点から、「オンライン利用率引上げ
に係る基本計画(令和７年10月改定)」における目標やオンライン利用率の現状等を踏
まえ、目標値を引き上げることとします。

e-Tax の 利 用
状況等
【 測 定 指 標 の
目標値引上げ】
【参考指標の新
設】

[業1-2-1-1]

オンライン申
告等の推進

[業1-2-1-4]
キャッシュレス
納付の推進

[業績目標
1-2-1]

オンラインに
よる税務手
続の推進

国税庁においては、年末調整や所得税確定申告の手続をより簡単に行えるよう、マ
イナポータル経由で、給与所得の源泉徴収票や、控除証明書等のデータを一括取得し、
各種申告書の該当項目へ自動入力する機能（マイナポータル連携）の利用拡大に取り
組んでいるところです。

こうした取組を踏まえ、新たに参考指標として「所得税の確定申告におけるマイナ
ポータル連携の利用人員数」を設けることとします。

３ 令和８事務年度実施計画における主な変更点
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(１) 実績目標(小)１－２：税務行政のデジタル・トランスフォーメーション①

指標区分 令和７年度目標 令和８年度目標 

e-Tax

利用状況 

所得税の申告手続 78％ 80％ 

法人税の申告手続 91％ 92％

法人税の添付書類を含めた申告手続 70％ 72％ 

消費税（個人）の申告手続 78％ 82％

消費税（法人）の申告手続 91％ 94％

相続税の申告手続 63％ 72％

納税証明書の交付請求手続 54％ 69％
「確定申告書等作成ｺｰﾅｰ」を利用し
た自宅等からの e-Tax 申告状況 

64％ 70％

キャッシュレス納付の利用状況 50％ 54％ 



変 更 内 容指 標施 策目 標

源泉所得税は国税納付全体の件数に占める割合が大きく、国税庁においては、特
にキャッシュレス納付の利用拡大を重点的に推進してきました。そのため、令和７事務
年度実施計画では参考指標として「キャッシュレス納付の利用状況（源泉所得税）」を設
定したところです。

今般、当該取組の進展状況を踏まえ、当該指標を定量的測定指標に変更することと
します。

キャッシュレス

納付の利用状

況 （ 源 泉 所 得

税）

【参考指標の測

定指標への変

更】

[業1-2-1-4]

キャッシュレス
納付の推進

[業績目標

1-2-1]

オンラインに
よる税務手
続の推進

定性的測定指標「申請・届出等の合理化・簡素化の状況」について、国税庁におい
ては、各種申請・届出等について、これまで手続自体の要否や記入項目の簡素化など
見直しを進めてきたところです。

今般、当該取組の進展状況に加え、さらなるデジタル化の推進を図る観点から、当
該測定指標を「申請・届出等の合理化・デジタル化の状況」に変更することとします。

また、当該変更に併せて、参考指標「合理化・簡素化を行った申請・届出等の件数」
については、「申請・届出等に係るデジタル化の状況」に変更することとします。

申請・届出等の

合理化・簡素化

の状況

【測定指標の内

容変更】

【参考指標の内

容変更】

[業1-2-1-5]

申請・届出等
の合理化・デ
ジタル化

国税庁では、従来、個々の税務署で行われていた申告書の入力や審査等の内部事
務を、専担部署（業務センター）で集約処理する「内部事務のセンター化」（以下「セン
ター化」という。）を推進しており、令和３年７月から段階的に業務センターの対象となる
税務署を拡大し、BPRに取り組んできました。

センター化の進捗は、施策「内部事務のセンター化の推進」としてお示ししてきました
が、令和８事務年度には全国すべての税務署への拡大が完了する見込みであるため、
本施策は廃止することとします。

【施策の廃止】

[業1-2-2-1]

内部事務のセ
ンター化の推
進

[業績目標

1-2-2]

デジタルの
活用による
業務の効率
化・高度化

申告書の審査や税務調査等を行う過程においては、金融機関に対し預貯金等情報
の照会を行う場合があります。国税庁においては、官民双方の業務効率化を図る観点
から、オンラインによる照会の周知及び利用促進に取り組んでいるところです。

今般、対象を金融機関以外（クレジットカード事業者等）に拡大することから、定量的
測定指標「オンライン照会可能な金融機関等数」に名称変更するほか、当該取組の進
捗状況を踏まえ目標値を引き上げます。

オンライン照会

可能な金融機

関数

【測定指標の名

称変更・目標値

引上げ】

[業1-2-2-2]

照会等のオン
ライン化の推
進

３ 令和８事務年度実施計画における主な変更点
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(２) 実績目標(小)１－２：税務行政のデジタル・トランスフォーメーション②



３ 令和８事務年度実施計画における主な変更点
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変 更 内 容指 標施 策目 標

国税庁においては、納税者の皆様に税に関する情報を広くお知らせすることを目的
として、国税庁ホームページに掲載している情報を中心に、SNSを活用して情報発信を
行っています。

こうした取組を踏まえ、新たに参考指標として「国税庁LINE公式アカウントの登録者
数」を設けることとします。

国税の広報に
関する評価
【参考指標の新
設】

［業1-3-1-1］

国民各層・納
税者の方々
への広報活
動の充実

[ 業 績 目 標
1-3-1]

広 報 ・ 広 聴
活動等の充
実

令和８年分確定申告（令和９年２月16日から３月15日まで）から、確定申告会場にお
ける休日の相談対応を実施しない予定としております。このため、参考指標「閉庁日に
おける相談件数（所得税）」を廃止することとします。

閉庁日におけ
る 相 談 件 数
（所得税）
【参考指標の廃
止】

［業 1-3-2-1］

納税者からの
相談等への
適切な対応

[ 業 績 目 標
1-3-2］

相談等への
適切な対応

(３) 実績目標(小)１－３：納税者サービスの充実
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３ 令和８事務年度実施計画における主な変更点

(４) 実績目標(大)２：酒類業の健全な発達の促進

変 更 内 容指 標施 策目 標

定量的測定指標「日本産酒類の輸出促進のための新規販路の開拓支援」について
は、これまで、展示会等参加事業者数及びセミナー参加事業者数の達成度をもって評
価を行ってきたところです。

今般、施策に即したより適切な評価を実施する観点から、当該測定指標を「海外販
路開拓支援事業に参加した国内事業者等の満足度」へ変更することとします。

なお、展示会等参加事業者数及びセミナー参加事業者数については、参考指標とし
て掲載することとします。

日本産酒類の
輸出促進のた
めの新規販路
の開拓支援
【測定指標の内
容変更】
【測定指標の参
考指標への変
更】

[実2-1]

日本産酒類の
輸出促進の取
組

[実績目標
(大)２]

酒類業の健
全な発達の
促進

定量的測定指標「日本産酒類の輸出促進のための中長期的観点からの支援」につ
いては、これまで、「①国際的プロモーション」、「②日本産酒類のブランド化の推進」、
「③酒類事業者向け補助金による支援」に分類し、それぞれの実施結果を総合した実
施割合の達成度をもって評価を行ってきたところです。

今般、施策に即したより適切な評価を実施する観点から、当該測定指標を
・「国際的プロモーション事業に参加した者の日本産酒類に対する態度変容」
・「日本産酒類ブランド化推進事業に参加した者の日本産酒類に対する態度変容」
・「酒類事業者向け補助金に係る事業KPI及び目標の達成割合」
に再構成し、それぞれ定量的測定指標として数値目標を設定することとします。

日本産酒類の
輸出促進のた
めの中長期的
観点からの支
援
【測定指標の内
容変更】
【参考指標の
廃止・新設】

参考指標「補助金説明会の開催回数・参加人数」については、補助金の認知度向上
等により説明会開催ニーズが低下している現状を踏まえ、廃止することとし、以下の指
標を参考指標として新設することとします。
・「国際的プロモーション事業への参加者数」
・「酒類の地理的表示の指定地域数」
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３ 令和８事務年度実施計画における主な変更点

変 更 内 容指 標施 策目 標

国税庁においては、収集した税理士法違反行為に関する情報に基づき、税理士調
査等を実施するなど、税理士業務の適正な運営確保に取り組んでいるところです。

今般、当該取組の進展状況や指導監督等事務以外への事務量配分も踏まえ、定量
的測定指標「税理士専門官による指導監督等事務の割合」の目標値を75％から80％
に引き上げることとします。

税理士専門官
による指導監
督等事務の割
合
【測定指標の目
標値の引上げ】

［実3-2］

税理士等に
対する指導監
督の的確な
実施

[実績目標
（大）３]

税理士業務
の適正な運
営の確保

(５) 実績目標(大) ３：税理士業務の適正な運営の確保



参考指標数測定指標数
施 策 名実績目標等

小計定性定量施策数

88【実績目標(大)１】 内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収

【実績目標(小)１-１】 税務行政の適正な執行

9

43 

4

関係法令の適正な適用と迅速な処理(1)

32税務行政の透明性の確保及び個人情報の適切な取扱い等(2)

1守秘義務の遵守(3)

21職員研修の充実(4)

【実績目標(小)１-２】 税務行政のデジタル・トランスフォーメーション

16

49 

5

オンライン申告等の推進(1)【業績目標1-2-1】
オンラインによる税務手続
の推進

6（+1）1マイナンバー制度の普及・定着に向けた取組(2)

411利用者目線に立った情報提供(3)

1(-1)2（+1）キャッシュレス納付の推進(4)

11申請・届出等の合理化・デジタル化(5)

7

211
2

照会等のオンライン化の推進(1)【業績目標1-2-2】
デジタルの活用による業務
の効率化・高度化 51 データ活用等による税務執行の効率化・高度化等(2)

1
2 

事業者のデジタル化関連施策の周知・広報(1)【業績目標1-2-3】
事業者のデジタル化促進 1関係省庁などの関係機関との連携・協力(2)

【実績目標(小)１-３】 納税者サービスの充実

13

4（+1）2

5

国民各層・納税者の方々への広報活動の充実(1)【業績目標1-3-1】
広報・広聴活動等の充実 713 租税に関する啓発活動(2)

1関係民間団体との協調関係の推進(3)

11地方公共団体との協力関係の確保(4)

11国民各層・納税者の方々からの意見や要望への的確な対応等(5)

12

10（-1）14

3

納税者からの相談等への適切な対応(1)【業績目標1-3-2】
相談等への適切な対応 11納税者からの苦情等への迅速・適切な対応(2)

11改正消費税法への対応(3)

(注) ( )は、前事務年度からの増減数を表す。

【参考１】 各目標の施策等一覧 ①
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参考指標数測定指標数
施 策 名実績目標等

小計定性定量施策数

【実績目標(小)１-４】 適正な調査・徴収等の実施及び納税者の権利救済

21

21

4

有効な資料情報の収集(1)【業績目標1-4-1】
適正申告の実現及び的確な
調査・行政指導の実施 822 的確な調査事務の運営(2)

72社会・経済状況に対応した調査への取組(3)

41悪質な脱税者に対する査察調査の実施(4)

10

1

5

期限内収納の実現に向けた各種施策の実施(1)【業績目標1-4-2】
期限内収納の実現及び
滞納の整理促進への取組 11滞納を未然に防止するための取組(2)

111効果的・効率的な徴収事務の運営(3)

81滞納の整理促進への取組(4)

1厚生労働大臣から委任される年金保険料の徴収(5)

4
32

2
不服申立ての適正・迅速な処理(1)【業績目標1-4-3】

不服申立てへの取組
11裁決事例の公表の充実(2)

【実績目標(小)１-５】 国際化への取組

8

11

6

税務当局間の要請に基づく情報交換(1)

11共通報告基準(CRS)に基づく金融口座情報の情報交換の的確な実施(2)

11国別報告事項(CbCR)の情報交換の的確な実施(3)

31相互協議事案の適切・迅速な処理(4)

11外国税務当局との知見の共有(5)

11開発途上国に対する技術協力(6)

(注) ( )は、前事務年度からの増減数を表す。

【参考１】 各目標の施策等一覧 ②

9



参考指標数測定指標数
施 策 名実績目標等

小計定性定量施策数

21

7（+2）14（+2）

7

日本産酒類の輸出促進の取組(1)【実績目標(大)２】
酒類業の健全な発達の促進

411酒類の安全性の確保と品質水準の向上への対応(2)

31酒類の公正な取引環境の整備(3)

11構造・経営戦略上の問題への対応(4)

21独立行政法人酒類総合研究所との連携(5)

3120歳未満の者の飲酒防止対策等の推進(6)

11酒類に係る資源の有効な利用の確保(7)

8

21

3

税理士会等との連絡協調の推進(1)【実績目標(大)３】
税理士業務の適正な運営の確保

31税理士等に対する指導監督の的確な実施(2)

31書面添付制度の普及・定着に向けた取組(3)

137 (-5)40(-1)41(+3)48（-1）合 計

【参考１】 各目標の施策等一覧 ③

10

(注) ( )は、前事務年度からの増減数を表す。



【参考２】 税務行政のDX推進に関する取組 (令和８事務年度) ①

〇 オンライン申告等の推進 【業1-2-1-1】

• 確定申告に必要となるデータを自動で取り込むことにより、数回の操作で申告が完了する仕組み(日本版記
入済み申告書)の実現に向け、マイナポータルとのデータ連携対象を拡大

〇 利用者目線に立った情報提供 【業1-2-1-3】

• 国税庁ホームページの「タックスアンサー」について、税に関する情報をより分かりやすく、かつ的確に提供
できるよう、税制改正を踏まえた回答文の改訂を実施

〇 申請・届出等の合理化・デジタル化 【業1-2-1-5】

• 各種申請・届出等について、手続を必要に応じて見直すほか、納税者目線に立ったＵＩ/ＵＸの改善を実施
• 業1-2-1-5の記載内容見直しを踏まえ修正しています。

〇 照会等のオンライン化の推進 【業1-2-2-1】

• 更なる官民双方の業務効率化のため、預貯金等照会のオンライン照会サービスの対象拡大・利用促進及
び官公庁間でのオンライン連携を推進

〇 データ活用等による税務執行の効率化・高度化等 【業1-2-2-2】

• 申告漏れリスクの高い納税者の特定や滞納者への効率的な接触を図るためデータ及びＡＩを活用

• データリテラシーレベルに応じた研修の実施などを通じた人材育成

• 税務大学校と外部研究者が共同で、税務データを用いて、学術研究振興等を目的とした税・財政施策の改
善・充実等に資する統計的研究を実施。さらに、利用者の利便性向上のため、所得税の匿名データを提供

オンラインによる税務手続の推進 (業績目標1-2-1)
～あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会に向け、”納税者目線”を徹底～

11

デジタルの活用による業務の効率化・高度化 (業績目標1-2-2)
～データの活用を徹底～



〇 事業者のデジタル化関連施策の周知・広報 【業1-2-3-1】

• 税務手続と併せて、経済取引や業務に関するデジタル関係施策について、国税庁ホームページや各種説明
会等の機会を通じて積極的に周知・広報を実施

〇 関係省庁などの関係機関との連携・協力 【業1-2-3-2】

• 事業者のデジタル化促進の機運醸成に向け、関係機関と連携・協力して事業者のデジタル化施策を積極的
に推進

〇 オンライン・オンデマンドの活用 【業1-2-2-3、業1-3-1-2、実1-5-4・5・6】

• Ｗｅｂ会議システム等のオンラインツールを利用した調査、外国税務当局との相互協議、多国間の国際会
議や二国間会合等について、オンラインで実施

• 税務大学校の公開講座をオンデマンド配信で実施

【参考２】 税務行政のDX推進に関する取組 (令和８事務年度) ②

12

事業者のデジタル化促進 (業績目標1-2-3)
～社会全体のDXの進展に貢献～

その他

(※ 詳細は令和８事務年度事前分析表に記載)



令和８
事務年度

令和７
事務年度

令和６
事務年度

令和５
事務年度

令和４
事務年度

4849494747施 策

4138393942定 量

測定指標

3128282729うち主要

4041424039定 性

3637373535うち主要

8179817981計

6765656264うち主要

137142139136132参考指標

【参考３】 施策及び各種指標数の推移（令和４事務年度以降）

13

前事務年度との比較

（前年比－１）１減○ 施策数

（前年比＋３）５増２減○ 定量的測定指標数

（前年比－１）１減○ 定性的測定指標数

（前年比－５）6増11減○ 参考指標数




